
●学校の対応等について（国の指針に基づくもの）

◆時間外の対応に関して
時間外における学校外での対応が、長時間勤務の要因と
なっています。例えば、放課後・夜間の校外の見回りや、児
童生徒が補導された際の警察への引き取り等の対応に
ついては、緊急時を除き、学校は対応できかねます。

◆学校への過剰な要求等に関して
子供の成長のためには、教職員と保護者・地域住民等が
役割分担し、互いに協力し合う必要があります。教職員と
のやりとりの際には、以下のことにご配慮をお願いします。
＜お願いしたいこと＞ ＜お控えいただきたいこと＞
○適切な表現・声量 △過度な要求
○適切な時間内でのご相談 △SNSでの拡散

山梨県教育委員会では、「働き方改革に関する取組方針」を改定しました。学校は、教員が生き
生きと働き、子どもたちが通いたいと思える場所でなくてはなりません。学校に関わる人みんなの
ウェルビーイングの実現のため、全員が担当者という意識をもって、改革を推進します。

働き方改革の目的は、教員が子どもたちと向き合い、よりよい教育を行うための時間を確保する
ことです。そのためには、保護者や地域の皆様にもこの改革の主旨をご理解いただき、支えてい
ただく必要があります。是非とも皆様の御協力をお願いします。＜山梨県教育長＞

おぎの ともお

荻野 智夫

働き方改革は全員が担当者
みんなのウェルビーイングの実現のために

ウェルビーイングとは
身体的・精神的・社会的に良い状態にあること。多様な個人がそれぞれ幸
せや生きがいを感じるとともに、個人を取り巻く場や地域、社会全体が幸
せや豊かさを感じられる状態にあること。

みんなのウェルビーイングのために､働き方改革を応援してください！
県PTA協議会及び県高等学校PTA連合会も、子供たちの豊かな成長のために、学校の働き方改革に賛同しています。

問い合わせ先：山梨県教育庁 総務課 教育企画室 働き方改革担当

教職員の余白の時間を生み出し、子供主体の効果的な教育活動を推進します

●働き方改革に関する取り組み例

教員の正規の勤務時間(例)は、
午前８時２０分～午後４時５０分、
早朝や勤務時間以降は､時間外です。

時間外

勤務時間（７時間４５分）

8:20～16:50
授業・給食指導・清掃指導・生徒指導等

時間外

7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

○諸会議･打合せ 〇保護者相談 ○成績処理
○授業準備･教材研究 ○生徒指導･進路指導
○学年学級事務 ○部活動指導(中学･高校)

○授業準備 ○登校指導 ○教室環境整備

●教員の１日の勤務例 ※学校によって異なります。

時間外在校等時間が月80時間超の教育職員
(月80時間を超過した教育職員の月ごとの平均的な割合)

●教員の働き方の現状

学
校
外
・

地
域
で

○登下校時の旗振りや見守り活動
多くの保護者や地域の皆様に御協力をいただき
感謝しています。引き続きよろしくお願いします。

○部活動の地域展開
部活動指導員等の外部人材の配置とガイドライ
ンに沿った取組を進めます。

学
校
で

○勤務時間の見える化
勤務時間管理を徹底し、学校閉庁日や定時退校日
を設定するなど、長時間勤務の状況を改善します。
○文書半減プロジェクト
学校現場の文書事務の縮減を図っています。

山梨県教育委員会から 保護者・地域の皆様へ R８.３
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山梨県における長時間勤務の教員の割合は、減少傾向にある

ものの、およそ５．８％の教員が、月80時間を超過しています。
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